
６．介護分野の文書に係る負担軽減について 

 

（１）「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」について 

都道府県・市区町村の担当者及び介護事業関係者が協働で文書に係る負担軽減

の方策を検討する「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」（以下

「専門委員会」という。）における令和元年 12 月の中間取りまとめを踏まえ、指

定申請・報酬請求・実地指導の文書の「簡素化」・「標準化」・「ＩＣＴ等の活用」

について順次検討し、取組を行ってきたところである。 

各都道府県等におかれては、文書負担軽減が都道府県・市区町村・介護事業関

係者のそれぞれにメリットがあることをご理解いただき、引き続き、 

   ①各都道府県等が指定権者となる介護保険サービスについての必要な対応 

   ②管内市町村への周知徹底や取組支援 

をお願いしたい。 

 

（２）各指定権者における具体的取組について 

  （専門委員会の中間とりまとめを踏まえた対応について） 

 ①これまでにお示ししている各取組について 

  専門委員会の中間とりまとめを踏まえた対応については、これまで「社会保障審

議会介護保険部会『介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会』中間とり

まとめを踏まえた対応について」（令和２年３月６日老発０３０６第８号）、「社会

保障審議会介護保険部会『介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会』中

間とりまとめを踏まえた対応について（その２）」（令和３年３月 30 日老発０３３

０第１号）にて、以下の事項についてお示ししている。各指定権者におかれては、

当該通知を踏まえた適切な対応を図られるようお願いしたい。（詳細は当該通知及

び関連の通知・事務連絡を確認されたい。） 

  ・押印及び原本証明の見直しによる簡素化 

  ・提出方法（持参・郵送等）の見直しによる簡素化 

  ・「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」様式例の簡素化 

  ・人員配置に関する添付資料の簡素化 

  ・施設・設備・備品等の写真の簡素化 

  ・介護職員処遇改善加算／特定処遇改善加算の申請様式の簡素化 

  ・介護医療院への移行にかかる文書の簡素化 

  ・実地指導に際し提出する文書の簡素化及び ICT 等の活用 
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  ・指定申請関連文書の標準化 

  ・実地指導の「標準化・効率化指針」を踏まえた標準化 

  ・申請様式のホームページにおけるダウンロード 

  ・運営規程等に記載する従業員の「員数」の取扱い 

  ・変更届に添付を求める書類の標準化 

  ・変更届の提出が遅延した場合の遅延理由書について 

  ・更新申請時に求める文書の簡素化 

  ・複数の指定を受ける事業所に関する簡素化 

  ・指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について 

  ・実地指導等について 

 ②令和３年度の取組について 

第９回専門委員会（令和４年１月 20 日）における議論を踏まえ、各種加算の届

出書等の様式例、総合事業の指定申請等の様式例を整備し、令和４年３月末まで

にお示しする予定であるので、ご活用をお願いしたい。 

 

（３）介護事業所の指定申請等の電子申請・届出システムの構築について 

   介護サービス事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類等の提出

を実現するため、介護サービス情報公表システムを改修し、電子申請・届出シス

テムの構築を進めている。 

   今後、参加自治体の募集、利用開始の準備・調整等を経て、第１期の参加自治

体では令和４年度下期頃からの運用開始を想定しており、その後、段階的に参加

自治体を拡大予定である。進捗状況や当該システムに関する情報は逐次お知らせ

するので、了知されたい。 

   なお、総合事業の指定申請等に関しては、令和４年度にシステム改修を行い、

電子申請・届出システムの対象に追加する予定である。参考資料７ 
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